
株主平等原則の例外! 「属人的株式」とは？ 

 中小企業の事業承継では、「種類株式や属

人的株式の活用」が検討されることがあり

ます。会社法では、株主は保有株式の内容

と株数に応じて平等に扱われます（株主平

等原則）。「属人的株式」はその例外で、次の

3 つの権利について株数にかかわらず特定

株主ごとに異なる取扱いができる株式です。 

・ 剰余金の配当を受ける権利 

・ 残余財産の分配を受ける権利 

・ 株主総会における議決権 

属人的株式を導入できる要件 

 属人的株式の導入には、次の要件を満た

す必要があります。 

対象企業 非公開会社（譲渡制限会社）

であること 

定款記載 定款に株主ごとの異なる取

扱いを記載すること 

決議要件 株主総会の特殊決議 

（総議決権の 4分の 3以上） 

この制度は登記不要のため第三者に知ら

れませんが、導入には合理的理由が必要で

す。特定の株主を一方的に排除することが

目的の場合、無効となる可能性があります。 

また、属人的株式は「株主」に紐づくため、

相続により権利は消滅します。 

属人的株式の活用事例 

 この制度は、事業承継において現経営者

の議決権を保持ながら、後継者へ経営権を

移す手法として用いられることがあります。 

＜①株式異動前＞ 株式数＝議決権数 

株 主 経営者Ａ 後継者Ｂ 少数株主Ｃ 

株式数 60 株 30 株 10 株 

議決権 60 個 30 個 10 個 

 ここで、ＡからＢへ 50 株を譲渡します。 

＜②株式異動後＞ 株式数＝議決権数 

株 主 経営者Ａ 後継者Ｂ 少数株主Ｃ 

株式数 10 株 80 株 10 株 

議決権 10 個 80 個 10 個 

さらに、「Ａは株式 1 株につき 20 個の議

決権を有するものとする」と定款変更する

と、次のようにＡの議決権が強化されます。 

＜③株式異動後＞ 議決権の属人的な定め 

株 主 経営者Ａ 後継者Ｂ 少数株主Ｃ 

株式数 10 株 80 株 10 株 

議決権 200 個 80 個 10 個 

 また、将来、Ａが病気等で議決権を行使

できないリスクを避けるため、「Ａが議決権

を行使困難な場合、Ｂの議決権を 10 倍とす

る」という条件付きの取扱いも有効です。 
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事業承継で活用場面も！ 

「属人的株式」とは？ 

種類株式と属人的株

式の違いも整理して

おきましょう。 
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